
資料３－２ 

歴史的風致形成建造物指定に係る 

意見聴取先の変更について 
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（歴史まちづくり法） 

 第１２条 歴史的風致形成建造物の指定 

⇒市長は，計画期間内に限り，重点区域内の歴史上価値の高い重要無形文化財又は
重要無形民俗文化財の用に供されることによりそれらの価値の形成に寄与している建
造物その他の地域の歴史的な建造物であって，現に重点区域における歴史的風致を
形成しており，かつ，その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要が
あると認められるものを歴史的風致形成建造物に指定することができる。 

 第１３条 歴史的風致形成建造物の指定の提案 

 第１４条 指定の通知等 

 第１５条 増築等の届出及び勧告等 

 第１６条 歴史的風致形成建造物の所有者等の管理義務 

 第１７条 指定の解除 

 第１８条 所有者の変更の場合の届出 

 第１９条 台帳 

 第２０条 歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収 

 第２１条 管理又は修理に関する技術的指導等 

１．歴史的風致形成建造物指定制度の概要 
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（歴史まちづくり法施行令） 

 第３条 歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な
行為その他の行為 

 第４条 歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行とし
て行う行為に準ずる行為 

 第５条 歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為 

 

（歴史まちづくり法施行規則） 

 第１条 歴史的風致形成建造物の指定の提案 

 第２条 歴史的風致形成建造物の増築等の届出 

 第３条 届出が必要な事項 

 第４条，第５条 変更の届出 

 第６条 台帳 
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（歴史まちづくり法運用指針） 

 課題 

 重要文化財建造物等又は重要伝統的建造物群保存地区の周辺において古くか
ら立ち並ぶ町家等の歴史的な建造物については，文化財保護法に基づく保護がな
されているものを除き，現状変更規制や支援措置等がないことから，その現状を維
持したまま保全していくことが難しく，所有者の変更や相続の際に取り壊される等
により，急速に失われている。 

 また，市町村がこれらの建造物の保全について買取りや助成を行おうとしても，
当該建造物が取り壊されることについて事前に内容を把握できないことから十分
な対応ができず，結果的にその保全が困難となっている。  

  
 

 市町村が，認定計画の期間内に限り，当該認定計画に記載された歴史的風致形

成建造物の指定の方針に従って，認定計画に記載された重点区域内において，重

要文化財建造物等又は重要伝統的建造物群保存地区とともに歴史的風致を形成

しており，かつ，歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要が認め

られる建造物を市町村が歴史的風致形成建造物として指定し（法第１２条第１項），

当該建造物の所有者等に管理義務（法第１６条）及び増築等の届出義務（法第１５

条第１項）を課すこととする制度を設けた。 
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歴史的風致形成建造物指定の効果 

• 所有者等の管理義務（法15条）及び増築等の届出義務（法16条-1） 

 

• 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）による支援 

  （京都市の補助制度：修理・復元に係る工事費に対し上限３００万円，補助率１／２） 

 

 

 

 

 

 

 

• 相続税算定における土地・建物の評価額３０％控除（H29～） 

修理前 修理後 
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歴史的風致形成建造物の指定対象 

寺社，店舗，住居，蔵，倉庫その他建築物に加え， 

工作物（門など），河川・水路，道路，橋梁，庭園・

公園なども対象となる 

金沢市歴史的風致維持向上計画掲載事例 
(上)鞍月用水，(下)真行寺の石垣 
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指定区域 

 歴まち計画に定める重点区域内   

 

指定の基準（計画第８章より） 

 歴史的風致形成建造物の指定におい

ては，伝統的・歴史的な意匠性に優れ

ているもの，その地域において歴史的

価値の高いもの，地域の特色が色濃く

残っているもので，京都の歴史的風致

に深く関わるものを基準とする。 

２．歴史的風致形成建造物の指定方針 
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京都市の歴史的風致 
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指定の対象 
□ 祈りと信仰のまち・京都 

 世界遺産をはじめとする寺社や身近な祈りの場である寺

社に参詣する人々と，それを迎える門前町などの人々の営

みに関わるもの 

 

□ 暮らしに息づくハレとケのまち・京都 

 四季を彩る祭礼や京町家，地域のお地蔵さん，番組小学

校などの暮らしの舞台，京都御苑や二条城などの歴史の

舞台において，暮らしに息づくハレとケの営みに関わるもの 

 

□ ものづくり・商い・もてなしのまち・京都 

 西陣や錦，花街など，京町家をはじめとする歴史的な町

並みの中で，伝統を受け継いだものづくりや商い，もてなし

の営みに関わるもの 
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□ 文化・芸術のまち・京都 

 寺社をはじめ，京町家などの日々の生活の中でも，能・狂

言や茶の湯，生け花，美術などの文化・芸術活動，さらには

それらを支える様々な営みに関わるもの 

 

□ 京郊の歴史的風致 

 伏見や旧街道沿いのまちなど，かつて都と密接に関わっ

てきた地域では，伝統に培われてきた祭礼や日々の暮らし，

生業などの営みに関わるもの 

 

□ 伝統と進取の気風の地 

 京町家などの歴史的建造物や近代洋風建築のまちの中

で，明治以降の近代化を推進した伝統と進取の気風に培わ

れた営みに関わるもの 
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これまでの指定実績 
建物種別 指定件数 

京町家等 
（社家，農家住宅，近代和風建築物を含む。） 

８０ 

歌舞練場・酒蔵・旅館 ９ 

寺社 ８ 

近代洋風建築物 ３ 

合     計 １００ 

形成する歴史的風致 件数 

祈りと信仰のまち・京都 ９ 

暮らしに息づくハレとケのまち・京都 ２２ 

ものづくり・商い・もてなしのまち・京都 ４６ 

文化・芸術のまち・京都 ６ 

京郊の歴史的風致 ８ 

伝統と進取の気風の地 ９ 

合計 １００ 11 



３．歴史的風致形成建造物の審査方法 

指定候補選定の流れ    
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調査資料（いずれかひとつ）    

既往の調査資料 
• 景観重要建造物指定に係る調査資料 

（京都市作成） 

• 建物調査報告書 
（京都市景観・まちづくりセンター作成） 

• その他これら資料と同等と認めるもの 
 
 
 
 

新規に調査 
• 歴史的風致形成建造物指定に係る調査資料 

（京都市作成） 
 

これらがなければ 
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審査資料                  ⇒別紙５ 
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説明資料 

• 建物概要 

• 位置図 

• 配置図，平面図等 

• 写真（外観，内部） 

• その他歴史的風致を表す資料 

             （古写真など） 



法に基づき 
国が指定・登録 

法に基づき条例等を定めて 
府市が指定・登録 

独自条例に基づき 
市が指定・登録 

要綱に基づき 
市が認定 

国宝・重要文化財(210) 

国登録文化財(415) 

府市指定文化財(72+48) 

府市登録文化財(1+28) 

府暫定登録文化財(416) 

 

認定 “彩る建物”(118) 

 

景観重要建造物（景観法） 

(104) 

歴史的風致形成建造物 

（歴まち法）(100) 

個別指定京町家 

（京町家条例）(346) 

建造物を指定する制度（歴史・文化・景観） 

（参考）京都市の建造物指定制度の概要 
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国登録文化財 景観重要建造物 
歴史的風致 
形成建造物 

個別指定京町家 認定“彩る建物” 

指定
要件 

・国土の歴史的景
観に寄与している
もの 

・造詣の規範となっ
ているもの 

・再現することが容
易でないもの 

・地域の良好な
景観形成に重要
なもの 

・公共の場から
望見できるもの 

歴史的風致の維
持向上のため保
全を図る必要が
あるもの 

趣のある町並みや
生活文化の保全・
継承を図るうえで
特に重要な京町家 

京都の歴史や文化
を象徴し，世代を越
えて継承されている
建物や庭園で，市民
が京都の財産として
残したいと思うもの
のうち，特に価値が
高いと評価されたも
の 

意見 
聴取先 

文化財保護審議
会（国） 

美観風致審議会 歴史まちづくり推
進会議 

京町家保全・継
承審議会 

“彩る建物や庭
園”審査会 

規制 現状変更届出 解体不可 
現状変更許可 

増築・解体等の
30日前に届出 

解体着手日の 
１年前に届出 

特になし 

支援
制度 

設計監理費の２
分の１ 

外観の修理修景
工事に対し 
上限1000万円
（補助率2/3） 

外観の修理修景
工事に対し 
上限300万円（補
助率1/2） 

・建物の改修工事
に対し上限250万
円 

・日常的な維持修
繕工事に対し上限
30万円/年（いずれ
も補助率1/2） 

建物の修理・管理
事業に対し上限
500万円（公開）又
は300万円（非公
開）（補助率1/3) 

税の
減免 

相続税30%控除 

固定資産税家屋
の1/2減免他 

相続税30%控除 相続税30%控除 
 

なし なし 

主な制度の比較 
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